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指定地域密着型サービス事業者の指定について 
 

１ 事業主体 

  ・法人名称 アクセス株式会社 

  ・法人所在地 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビルディング６階 

  ・代表者職氏名 代表取締役 中山朝樹 

２ サービスの種類 地域密着型通所介護 

３ 事業所の名称 レコードブック茨木鮎川 

４ 事業所の所在地 茨木市鮎川二丁目32-25 アライブ21 105  

 東圏域 

５ 事業開始年月日 令和７年８月１日 

６ 利用者数 利用定員（１日） 10人（１単位目10人、２単位目10人） 

７ 構造及び面積 鉄筋コンクリート造５階建（１階部分） 

  ・食堂及び機能訓練室の合計面積  58.21㎡ 

 （基準上必要な面積 ３㎡×利用定員） 

８ 従業者 管理者  １人（常勤専従１人） 

 生活相談員  １人（常勤専従１人） 

           介護職員   １人（常勤専従 １人） 

 機能訓練指導員 １人（非常勤兼務 １人） 

           看護職員   １人（非常勤専従 １人） 

９ 事業運営規程 別紙のとおり 

10 事業者の経歴 2023年11月１日設立の東京都千代田区に本社がある会社。デイ

サービスのＦＣ（フランチャイズ）を行い、開設サポート等を

支援しており、大阪府内で複数のＦＣ実績がある。令和７年８

月１日から地域密着型通所介護、通所介護相当サービスを運営

する予定。 

 

 参考  地域密着型通所介護設備基準 
 

 ・食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備等を備えなければならない。 

 ・食堂及び機能訓練室：合計した面積が３㎡×利用定員以上 
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地域密着型通所介護人員・設備・運営基準 可否

・要介護状態となっても、その利用者の居宅において自立した日常生活を営むこと

　ができるよう生活機能の維持、向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能

　訓練を行う。

・事業所ごとに専ら職務に従事する常勤の管理者を配置

  ※事業所の管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務との従事、又は他の事

　  業所、施設等の職務に従事することが可

・生活相談員：単位の数にかかわらずサービスを提供している時間帯に生活相談員

　が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で

　除して得た数が１以上

〈利用定員が10人を超える場合〉

・看護職員：単位ごとに、そのサービスの提供に当たる者が１以上。

　※サービス提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携が図れれば、提供時

　  間帯を通じて専従する必要はない。

・介護職員：単位ごとに、サービスを提供している時間帯に介護職員が勤務してい

　時間数の合計数を当該サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者数

　るが15人までの場合にあっては１以上、15人を超える場合にあっては15人を超え

　る部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上

〈利用定員が10人以下の場合〉

・看護職員又は介護職員：単位ごとに、サービスを提供している時間帯に看護職員

　又介護職員が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯

　の時間数で除して得た数が１以上

・機能訓練指導員：１以上

　※日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

　　る者。当該事業所の他の職務に従事することが可

・生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤であること 〇

共通 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

基準 　※訪問系サービス以外の全てのサービスが対象

・食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有するほか、サービス提供に必要

　な設備及び備品等を備えること。

　※食堂及び機能訓練室はそれぞれ必要な広さを有するものとし、その合計面積は

　　利用定員×３㎡以上とする。

　※食事の提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実

　　施に支障がない広さを確保できる場合にあっては同一の場所で可

・設備は専ら事業の用に供するものでなければならない。　 ○

・非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携

　体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、

　救出その他必要な訓練を行うこと。

事業内容 ○

指定地域密着型サービスの指定について

（地域密着型通所介護事業者の指定申請）   
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注：○は申請内容が指定基準を満たしていることを示す。
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①北圏域 

②東圏域 

③西圏域 

④中央圏域 

⑤南圏域 

 
日常生活圏域 

レコードブック茨木鮎川 
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